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（目的） 

第１条 この条例は、乳幼児、小中学生、重度心身障害者（児）、母子家庭の母等及び児童、

父子家庭の父等及び児童、ひとり暮らし寡婦並びにひとり暮らし高齢寡婦の医療費の一

部を助成することにより、これらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１） 乳幼児 出生の日から６歳に達する日以後の最初の３月３１日を経過していな

い者をいう。 

（２） 小中学生 ６歳に達した日以後の最初の３月３１日を経過している者で１２歳

に達した日以後の最初の３月３１日を経過していない者又は学校教育法（昭和２２年



法律第２６号）に規定する小学校若しくは特別支援学校の小学部に就学する者（以下

この号において「学齢児童」という。）を小学生といい、１２歳に達した日以後の最初

の３月３１日を経過している者で１５歳に達した日以後の最初の３月３１日を経過し

ていない者（学齢児童を除く。）又は同法に規定する中学校、中等教育学校の前期課程

若しくは特別支援学校の中学部に就学する者を中学生という。ただし、重度心身障害

者（児）又は母子家庭若しくは父子家庭に該当する者を除く。 

（３） 重度心身障害者（児） 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により身

体障害者手帳の交付を受けた者（以下「手帳交付者」という。）で、身体障害者福祉

法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号（以下「規則別表」という。）

に定める障害の程度が１級又は２級に該当するもの 

イ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条第１項に規定する児童相談所

（以下「児童相談所」という。）又は知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）

第１２条に規定する知的障害者更生相談所（以下「更生相談所」という。）において

知的障害の程度が重度と判定されたもの 

ウ 身体障害者手帳の交付を受け障害の程度が規則別表の３級に該当する者で、児童

相談所又は更生相談所において知的障害の程度が中度と判定されたもの 

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）第２条第

１項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童で障害の程度が同法施行令（昭和

５０年政令第２０７号）別表第３に定める１級に該当するもの 

オ 手帳交付者で、障害の程度が規則別表の３級に該当するもの 

（４） 母子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６

条第１項に規定する配偶者のない女子（以下「母等」という。）が、１８歳未満（ただ

し、４月１日後に１８歳に達したときは、翌年の３月３１日までの間は１８歳未満と

みなす。）の者（以下「児童」という。）を扶養している家庭をいう。 

（５） 父子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第２項に規定する配偶者のな

い男子（以下「父等」という。）が、児童を扶養している家庭をいう。 

（６） ひとり暮らし寡婦 母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第４項に規定する寡

婦のうち、ひとり暮らし状態がおおむね１年以上継続しており、かつ、今後も継続す

ると見込まれる者であって、満６５歳に達する日の翌日の属する月（その日が月の初



日であるときは、その日の属する月の前月）の末日を経過していないものをいう。 

（７） ひとり暮らし高齢寡婦 母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第４項に規定す

る寡婦のうち、ひとり暮らしの状態がおおむね１年以上継続しており、かつ、今後も

継続すると見込まれる者であって、次のいずれかに該当するもの（高齢者の医療の確

保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）に規定する後期高齢者医療広域連合が行

う後期高齢者医療の被保険者を除く。）をいう。 

ア ６５歳に達する日の翌日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、そ

の日の属する月）から７０歳に達する日の翌日の属する月（その日が月の初日であ

るときは、その日の属する月の前月）までの間にある者 

イ 平成２６年４月１日以後に７０歳に達した者 

（８） 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。 

ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

イ 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

ウ 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

エ 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号。他の法律において準用する

場合を含む。） 

オ 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

カ 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

（８）の２ 障害者支援施設等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１１項に規定する障害者支援施設そ

の他規則で定める施設をいう。 

（９） 助成対象者 本市の区域内に居住する乳幼児、小中学生、重度心身障害者（児）

（当市の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、他の市町村から

当市の区域内に住所を変更したと認められる者（第３号オに該当する者を除く。）であ

って、当該重度心身障害者（児）又は当該重度心身障害者（児）の配偶者若しくは当

該重度心身障害者（児）の民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条第１項に定め

る扶養義務者で主として当該重度心身障害者（児）の生計を維持するものの前年の所

得（１月から７月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前々年の所得

とする。）が規則で定める額を超えないものを除く。以下同じ。）、母子家庭の母等及び

児童、父子家庭の父等及び児童、ひとり暮らし寡婦並びにひとり暮らし高齢寡婦で、



医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者（生活保護法（昭和２５年法律第１

４４号）による保護を受けている者及び規則で定める施設に入所している者を除く。）

並びに他の市町村に居住する重度心身障害者（児）で、市長が医療費の助成を必要と

認めるものをいう。 

（１０） 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、乳幼児、小中学生又は重度心

身障害者（児）を現に監護しているものをいう。 

（１１） 附加給付 医療保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合の規約、定款、

運営規則等の規定により医療保険各法の規定による医療に関する給付（以下「保険給

付」という。）に準じて給付されるものをいう。 

（住所地特例） 

第２条の２ 他の市町村の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、当

市から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる重度心身障害者（児）（前

条第３号オに該当する者を除く。以下この条において同じ。）であって、当該重度心身障

害者（児）又は当該重度心身障害者（児）の配偶者若しくは当該重度心身障害者（児）

の民法第８７７条第１項に定める扶養義務者で主として当該重度心身障害者（児）の生

計を維持するものの前年の所得（１月から７月までの間に受けた医療に係る福祉医療費

については、前々年の所得とする。）が規則で定める額を超えないものは、前条第９号に

規定する助成対象者とみなす。ただし、当該重度心身障害者（児）が継続して２以上の

障害者支援施設等に入所している場合にあっては、最初に入所した障害者施設等への入

所前に当市の区域内に住所を有していたと認められるときに限る。 

（助成の範囲） 

第３条 助成対象者の疾病又は負傷について保険給付が行われた場合において、当該保険

給付の額（助成対象者が医療保険各法の規定により一部負担金を支払わなければならな

い場合にあっては、当該保険給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額）

が当該医療に要する費用の額（健康保険法第８５条第２項に規定する食事療養標準負担

額及び同法第８５条の２第２項に規定する生活療養標準負担額を除く。）に満たないとき

は、規則で定める手続に従い当該助成対象者又は保護者に対し、その満たない額に相当

する額を福祉医療費として助成する。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定に

より国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたとき、又は附加給付

が行われたときは、その額を控除するものとする。 



２ 前項の規定にかかわらず、小中学生、ひとり暮らし高齢寡婦及び第２条第３号オに規

定する者（以下「障害３級該当者」という。）に係る医療費の助成は、次に掲げるところ

によるものとする。 

（１） 小中学生に係る医療費のうち、入院に係る医療に要する費用の額及び９歳に達

する日以後最初の３月３１日を経過していない者の通院に係る医療に要する費用の額

については、前項の規定により算出した額を福祉医療費として助成し、９歳に達する

日以後最初の３月３１日を経過している者の通院に係る医療に要する費用の額につい

ては、助成対象者の属する世帯の世帯主及び世帯員のいずれもが、前年の所得（１月

から７月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については前々年の所得）に係る地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税を課せられていない場

合又は市町村民税の均等割のみが課せられている場合に、前項の規定により算出した

額を福祉医療費として助成する。 

（２） ひとり暮らし高齢寡婦に係る医療費は、前項の規定により算出した額から次の

ア又はイに掲げる者の区分に応じ、それぞれア又はイに定める額（以下「一部負担金

相当額等」という。）を控除した額を福祉医療費として助成する。 

ア 第２条第７号アに規定する者 健康保険法第７４条第１項第２号の規定の例によ

り算定した一部負担金に相当する額及び同法第８８条第１項に規定する指定訪問看

護事業者による指定訪問看護（以下「指定訪問看護」という。）を受けた場合にあっ

ては、同条第４項に規定する厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額 

イ 第２条第７号イに規定する者 高齢者の医療の確保に関する法律第６７条第１項

の規定の例により算定した一部負担金に相当する額及び指定訪問看護を受けた場合

にあっては、同法第７８条第４項に規定する厚生労働大臣が定める算定方法により

算定した額 

（３） 障害３級該当者に係る医療費については、前項の規定により算出した額から別

表で定める金額（以下「自己負担金」という。）を控除した額を福祉医療費として助成

する。 

３ 第１項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の

算定方法の例により算定した額及び当該保険給付に関して厚生労働大臣の定めにより算

定した費用の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。 

４ 福祉医療費は、重度心身障害者（児）、母子家庭の母等、父子家庭の父等、ひとり暮ら



し寡婦及びひとり暮らし高齢寡婦の前年の所得（１月から７月までの間に受けた医療に

係る福祉医療費については前々年の所得とする。以下同じ。）が規則で定める額を超える

ときはその者に対しては助成しない。ひとり暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦及び障

害３級該当者の配偶者の前年の所得又はひとり暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦及び

障害３級該当者の民法第８７７条第１項に定める扶養義務者で主として当該ひとり暮ら

し寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦及び障害３級該当者の生計を維持する者の前年の所得が

規則で定める額を超えるときも同様とする。 

５ 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。 

（受給券） 

第４条 市長は、助成対象者又は保護者から申請があった場合には、規則で定めるところ

によりこの条例による福祉医療費の助成を受ける資格を証する福祉医療費受給券（以下

「受給券」という。）を交付するものとする。ただし、前条第４項の規定に該当する場合

には、受給券を交付しない。 

２ 前項の規定により受給券の交付を受けた助成対象者又は保護者が、前条第１項の規定

により、福祉医療費の助成を受けようとする場合は、健康保険法第６３条第３項第１号

の保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第８８条第１項の指定訪問看護事業者（以下

「保険医療機関等」という。）において医療の給付を受ける際、当該保険医療機関等に受

給券を提示しなければならない。 

（助成の方法） 

第５条 第３条に規定する福祉医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところ

により、市長に申請するものとし、市長は、当該申請に基づき助成するものとする。た

だし、市長は、当該助成申請について福祉医療費の助成を行うことが適当でないと認め

るときは、助成申請額の全部又は一部の助成を行わないことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次条の規定により福祉医療費の助成があったものとみなさ

れるときは、前項の規定は適用しない。 

（助成方法の特例） 

第６条 市長は、助成対象者又は保護者が第４条第２項に定める手続に従い、滋賀県内の

保険医療機関等において医療の給付を受けた場合には、福祉医療費として当該助成対象

者又は保護者に助成すべき額の限度においてその者が当該医療に関し、当該保険医療機

関等に支払うべき費用をその者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。 



２ 前項の規定による支払があったときは、当該助成対象者又は保護者に対し、福祉医療

費の助成があったものとみなす。 

（自己負担金等の支払） 

第７条 前条第１項に規定する方法により福祉医療費の助成を受ける第３条第２項第２号

に規定するひとり暮らし高齢寡婦については、一部負担金相当額等を保険医療機関等に

支払うものとする。 

２ 前条第１項に規定する方法により福祉医療費の助成を受ける第３条第２項第３号に規

定する障害３級該当者については、自己負担金を保険医療機関等に支払うものとする。 

（助成の期間） 

第８条 福祉医療費の助成は、次項から第４項までに定める場合を除き、助成対象者とな

った日の属する月の初日からその者が助成対象者でなくなった日までの間に受けた医療

に係る福祉医療費について行うこととする。 

２ 乳幼児にあっては、医療保険各法の規定による被保険者となった日からとする。 

３ 重度心身障害者（児）についての助成対象期間の終期は、助成対象者でなくなった日

の属する月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月）の末日までと

する。 

４ 助成対象に該当する者が月の中途において本市の区域内に居住することとなった者で

あるときは、当該居住することとなった日からとする。 

（届出） 

第９条 第４条第１項の規定により受給券の交付を受けた助成対象者又は保護者は、規則

で定める福祉医療費受給券交付申請書の記載事項に変更が生じたとき又は第三者行為に

よって福祉医療費の支給事由が生じたときは、規則で定めるところにより、その旨を速

やかに市長に届け出なければならない。 

２ 助成対象者が死亡したときは、戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）の規定による死

亡届出義務者は、その旨を市長に届け出なければならない。 

３ 市長は、前２項の届出がないときは、職権により調査し、受給券を交付した助成対象

者の認定の取消し、その他必要な措置をとることができる。 

（損害賠償との調整） 

第１０条 市長は、助成対象者又は保護者が当該助成対象者の疾病又は負傷に関し、損害

賠償を受けたときは、その価額の限度において、福祉医療費の全部若しくは一部を助成



せず、又は既に助成した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。 

（受給権の保護） 

第１１条 この条例による福祉医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又

は差し押さえることができない。 

（助成金の返還） 

第１２条 市長は、偽り、その他不正の手段により福祉医療費の助成を受けた者があると

きは、その者からその助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させること

ができる。 

（委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１６年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町福祉医療費助成条例（昭和４９年

水口町条例第１９号）、土山町福祉医療費助成条例（昭和４８年土山町条例第１９号）、

甲賀町福祉医療費助成条例（昭和５１年甲賀町条例第３１号）、甲南町福祉医療費助成条

例（昭和４８年甲南町条例第３２号）又は信楽町福祉医療費助成条例（昭和４８年信楽

町条例第２５号）（これらを「合併前の条例」という。）の規定によりなされた処分、手

続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた診療に係る医

療費の支給については、なお合併前の条例の例による。 

付 則（平成１７年条例第２９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費助成については、改正後の甲賀

市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

付 則（平成１７年条例第４０号） 

（施行期日） 



１ この条例は、平成１７年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の甲

賀市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

付 則（平成１８年条例第３１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の甲

賀市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

付 則（平成１９年条例第１４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２０年条例第１０号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の甲

賀市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

付 則（平成２０年条例第３４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の甲

賀市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

付 則（平成２２年条例第１１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第２条の２の規定は、この条例の施行の日前に他の市町村の区域内に所在す

る改正後の第２条第８号の２に規定する障害者支援施設等（以下単に「障害者支援施設



等」という。）に入所したことにより、当市から当該他の市町村の区域内に住所を変更し

たと認められる同条に規定する重度心身障害者（児）であって、当該重度心身障害者（児）

又は当該重度心身障害者（児）の配偶者若しくは当該重度心身障害者（児）の民法第８

７７条第１項に定める扶養義務者で主として当該重度心身障害者（児）の生計を維持す

るものの前年の所得（１月から７月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、

前々年の所得とする。）が改正後の第２条の２に規定する額を超えないものについても、

適用する。 

３ この条例の施行の際、現に改正前の第４条に規定する受給券の交付を受けている改正

前の第２条第３号に規定する重度心身障害者（児）であって、この条例の施行の日前に

当市の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、同日前に滋賀県以外

の都道府県から当市の区域内に住所を変更したと認められるものは、当分の間、改正後

の第２条第９号に規定する助成対象者とみなす。 

付 則（平成２３年条例第５号） 

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

付 則（平成２３年条例第２９号） 

この条例は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を

見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法

律（平成２２年法律第７１号）第２条中障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）

第５条の改正規定の施行の日から施行する。 

付 則（平成２４年条例第４号） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

付 則（平成２５年条例第１２号） 

この条例は、平成２５年８月１日から施行する。ただし、第２条第８号の２の改正規定

は、平成２５年４月１日から施行する。 

付 則（平成２６年条例第４号） 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

付 則（平成２６年条例第１３号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年８月１日から施行する。 

（福祉医療費の助成に関する経過措置） 



２ この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の甲

賀市福祉医療費助成条例（以下「新福祉医療費助成条例」という。）の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 

３ 改正前の甲賀市福祉医療費助成条例（以下「旧福祉医療費助成条例」という。）第２条

第７号の助成対象となるもので、平成２６年７月３１日までに６５歳に達する者であっ

て、７０歳に達する日の翌日の属する月（その日が月の初日であるときは、その日の属

する月の前月）までの間にあるものは、新福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、な

お従前の例により福祉医療費の助成を受けることができる。 

４ 旧福祉医療費助成条例第２条第７号の助成対象となるもので、平成２６年４月１日か

ら同年６月３０日までの間に７０歳に達した者のうち、７０歳に達する日において、旧

福祉医療費助成条例第４条第１項の規定により福祉医療費受給券の交付を受けていたも

のは、当該受給券の有効期間終了後からこの条例の施行の日までの間は、引き続き旧福

祉医療費助成条例第３条に規定する福祉医療費の助成を受けることができる。 

付 則（平成２６年条例第１８号） 

この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。 

付 則（平成２７年条例第６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の甲

賀市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

別表（第３条関係） 

障害３級該当者に係る自己負担金 

区分 金額 備考 

入院 １日当たり１，０００円 自己負担金は同一の医療機関（同一の医療機関にお

ける歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれ

の診療ごとに別の医療機関とみなす。）ごとに１箇月

につき１４，０００円を限度とする。 

通院 １診療報酬明細書当たり５０

０円 

（１） １箇月当たりの自己負担金が左の金額に満

たないときは、当該金額とする。 



（２） 調剤報酬明細書には適用しない。 

 


